
転倒・墜落災害防止対策 

●作業場所の床や通路の 
滑り防止のための対策 

●高所作業台の導入 

 

●転倒時のけがのリスクを低減する設備・ 
装備の購入 など

 

 

 

 

 

 

①高年齢労働者の 
労働災害防止対策コース 

②転倒防止や腰痛予防の 
ためのスポーツ・運動指導コース 

③コラボヘルスコース 
 

対

象

事

業

者 

・労災保険に加入している中小企業事業者、かつ、１年以上事業を実施していること 

・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること 

・高年齢労働者（60 歳以上）を常時
１名以上雇用している 

・対象の高年齢労働者が補助対象に係
る業務に就いている 

労働者を常時１名以上雇用 
している 

（年齢制限なし） 

補
助
対
象
概
要
と
具
体
例 

高年齢労働者（60 歳以上）が安全に働け
るよう、身体機能の低下を補う設備・装置の
導入又はその他の労働災害防止対策が対象 

転倒防止又は腰痛予防のため、 
専門家等による運動プログラムに
基づいた❶身体機能のチェック
及び❷専門家等による実技の
運動指導等の経費が対象 

事業所カルテや健康スコアリング
レポートを活用したコラボヘルス
等、労働者の健康保持増進の 
ための取組に要する経費が対象 

補

助

率 

上

限

額 

補助率 １／２ 補助率 ３／４ 

上限額 100 万円(税抜き) 上限額 30 万円(税抜き) 

業  種 常時使用する労働者数 資本金又は出資の総額 

小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下 

医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業など 100人以下 5,000万円以下 

卸売業 100人以下 1億円以下 

製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下 

※専門家とは・・・ 

医師、理学療法士、作業療法士、 
健康運動指導士、転倒予防指導士、 
労働安全・衛生コンサルタント、 
柔道整復師、アスレティックトレーナー
等のことです。 

※オンライン開催による運動指導等も 
対象です。 

※❶又は❷の片方の取組しかない 
運動指導プログラムは補助対象に
なりません。 

※このコースでは運動器具などの物品
の購入はできません。 

申請受付 エイジフレンドリー補助金のご案内 

●複数コース併せての上限額は 100 万円です。 ●複数コースで申請する場合は、希望コースをまとめて申請してください。 

●申請内容を審査した上で、交付を決定するもので、全ての申請者に交付されるものではありません。 

対象となる中小企業事業者の範囲  いずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります 

申請先・お問合せ先 

令和 6 年 

10/31 まで 

エイジフレンドリーガイドラインに基づき、高年齢労働者の労働災害防止に取り組む中小企業事業者の皆様を支援します。 

※労働者ごとに費用が生じる対策（高所作業台
の導入、パワーアシストスーツ、体温を下げるため
の機能のある服等）については、対策に関わる
人数分に限り補助対象となる。 

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

エイジフレンドリー補助金事務センター 
申請担当 

支払担当 

受付時間 

注意事項 

ま
た
は 

休  日 

熱中症予防対策 

●体温を下げるための機能の 
ある服の導入 など 

腰痛予防対策 ● 導入 

●移乗介助の身体的負担 
を軽減する機器の導入 

          ●ノーリフトケアの修得のため 
の教育の実施 など 

※コラボヘルスとは・・・ 

医療保険者（協会けんぽ等）と 
事業者が積極的に連携し、明確な
役割分担と良好な職場環境のもと、
労働者に対する健康づくりを効果
的・効率的に実行することです。 

※事業主健診情報が保険者に提供
されていることが補助の前提です。 

健康教育、研修等 

● 健康診断結果等を踏まえた 
産業医、保健師等による禁煙指 
導、メンタルヘルス対策等の健康 
教育、研修等（オンライン開催、 
e ラーニング等を含む） 

システムの導入 

●健康診断結果等を電磁的に保存
及び管理を行い、事業所カルテ・
健康スコアリングレポートの活用等
を行うシステムの導入 

 （初期導入費用のみ、PC 購入は対象外） 

栄養・保健指導 

－19－ 


